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林弘法徹事務所

弁謹士山中理司 朧

関東地方確伽局長

i
寺■一声一

衞蕊綴溌雛鴎蕊溌潔黙溌鍋溌魁野糯溌総擶鄭繍蝉疑畷隠騨職＃
ます。

記

l 不開示決定した行政文蓄の名称
司法研修所合宿舎建築工事T事論負契約書

不開示とした理由

開示謂求に係る行政文謬については、文書保存期間澗了に伴い廃棄されているため、文書が存在'しないことから
不開示としました。
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＊この決定に不服がある.場合は、行政不服審蔽法(昭和37年法#I"160号)第5条の規定により、この決定があったこと
を知った日の翌日から起算して60日以内に、 I劉土交通大臣に対して審遊諦求をすることができます．

＊また、この決定の取澗しを求める訴松を提起する嶋合は、行政事件解詮法(昭和37年法鍬第139号)の規定により、こ
の決定があったことを知った日から6ケ月以内に、国を被告として(脈訟において剛を代表する醤は法紡火匝となりま
す。 ）処分”收澗しの脈えを拠建ﾘｰることができます。 （なお決定があったことを知ったnから6ヶ月以内であっても、
決定の日から1年を繩過した場合には処分の取消しの僻えを提起することができなくなります．）

関東地方掻備局惜報公開室
〒330－9724埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1
紅048－601－3151 内線2024

＊

さいたま新都心合同庁舎2号館


